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令和元年度「児童虐待防止推進月間」の実施について（協力依頼） 

 

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

  今般、厚生労働省子ども家庭局長より、令和元年度「児童虐待防止推進月間」の実

施について、周知、協力方依頼がありました。 

 本事業は、児童虐待問題に対する社会的関心を喚起し、集中的な広報・啓発活動を

行い、児童虐待防止への取組の推進を図ることを目的として、平成１６年度から児童

虐待防止等に関する法律が施行された１１月を「児童虐待防止推進月間」と定め、別

添「児童虐待防止推進月間」実施要綱に基づき実施するものであります。 

児童虐待問題は、社会全体で解決すべき重要な課題であり、虐待の発生予防、発生

時の迅速・的確な対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合

的な支援が必要です。 

 つきましては、貴会におかれましても本件の趣旨をご理解いただき、国・地方公共

団体の取組等に対して協力をお願いするとともに、併せて貴会管下郡市区医師会及び

会員への周知、協力方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。 

また、令和元年度「児童虐待防止推進月間」の標語『１８９（いちはやく）ちいさ

な命に 待ったなし』の周知および広報啓発ポスター、リーフレットをお送りいたし

ますので、幅広くご活用いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

【添付資料】 

・児童虐待防止推進月間等広報啓発ポスター：Ｂ２･１部、Ａ３･１部 

リーフレット１部 

 



各児童虐待防止対策関係団体代表者殿

児童虐待防止対策の推進につきましては、平素から格別の御協力をいただき厚く御礼申し

上げます。

児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、子どもの生命が奪われる重

大な事件も後を絶たないなど深刻な状況が続いており、児童虐待問題は社会全体で解決すべ

き重要な課題となっています。

こうした状況を踏まえ、平成16年度から児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律

第82号)が施行された U月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、社会全般にわたり、

児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、多くの方々の御協力の下に、

集中的な広報・啓発活動を行ってまいりました。令和元年度におきましても、別添「令和元

年度「児童虐待防止推進月間」実施要綱」に基づき、Ⅱ月を「児童虐待防止月間」と定め

ることといたしますので、貴団体におかれましては児童虐待防止のための広報・啓発等の各

種取組を積極的に実施していただくとともに、関係団体及び関係者等への趣旨の周知、広

報・啓発等の取組の積極的な実施等に関する協力依頼につきまして、格別の御配意をお願い

します。

また、令和元年度「児童虐待防止推進月間」標語の募集につきましては、全国から4,804

作品(有効応募総数)の応募があり、厳正な審査を行った結果、別添「令和元年度「児童虐

待防止推進月間」実施要綱」の4に記載のとおり『189 (いちはやく)ちいさな命に待

つたなし』に決定いたしましたので、併せて御報告します。

当該標語は、令和元年度「児童虐待防止推進月間」の各種啓発事業等で幅広く活用するこ

ととしておりますが、貴団体並びに関係団体及び関係者等への標語の周知等に御配意を賜り

ますようぉ願い申し上げます。

令和元年度「児童虐待防止推進月間」の実施について(協力依頼)

子発 1029 第 2 号

令和元年10月29日

厚生労働省子ども家庭局長

(公印省略)



1.名称

児童虐待防止推進月間

令和元年度「児童虐待防止推進月間」実施要綱

2.趣旨

児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、子どもの生命が奪われる

重大な事件も後を絶たないなど、深刻な状況が続いている。児童虐待は早急に解決すべき

問題であり、子どもの「命」と「権利」、そしてその「未来」は社会全体で守らなければ

ならない。そのため、虐待の発生予防、発生時の迅速・的確な対応から虐待を受けた子ど

もの自立支援まで、切れ目ない総合的な対策を更に進めることが必要である。

これらの総合的な対策が地域に根づき、効果的に実施されていくためには、多くの民間

団体や国・地方公共団体等関係者の積極的な参加を求め、協働して児童虐待防止に向けた

取組を推進し、その充実と定着を図ることが不可欠である。

このため、Ⅱ月を「児童虐待防止推進月間(以下「月間」という。)」と定め、家庭や

学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることがで

きるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中的に実施

するものである。

3.基本方針

(1)児童虐待問題への国民の理解の浸透及び児童虐待防止に向けた国民的意識の高揚・

定着

②地域社会に根ざした児童虐待防止に向けた取組の促進

③児童虐待防止に向けた取組における関係団体、関係機関、地域住民等の連携強化

4.標語

『189 (いちはやく)ちいさな命に

石居くるみさん(東京都)の作品

※全国公募により選定

5.期間

令和元年Ⅱ月1日(金)から 30日(士)までの 1か月間。

※ただし、地域の実情に応じ、期間延長等の変更可。

6 主唱者

厚生労働省

待ったなし』



フ.協力者

①関係省庁等

内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、最高裁判所

(2)関係団体

(一社)全国認定こども園連絡協議会

(一社)全国病児保育協議会

(一社)日本こども育成協議会

(一社)日本子ども虐待防止学会

(一社)日本臨床心理士会

(一社)日本心理学諸学会連合

(一社)日本ソーシャルワーク教育学校連盟

(一社)日本公認心理師養成機関連盟

(一貝わ児童健全育成推進財団

(公貝わ SB1子ども希望財団

(公財)全国里親会

(立ゞ■日本臨床心理士資格認定協会

(立井■全国私立保育園連盟

(公社)全国保育サービス協会

(公社)全国幼児教育研究協会

仏井ガ日本医師会

(公社)日本看護協会

(公社)日本産婦人科医会

(公社)日本歯科医師会

仏泌幻日本社会福祉士会

(公社)日本小児科医会

(公社)日本助産師会

(立井幻日本精神保健福祉士協会

(立井台日本PTA全国協議会

(公社)セーブ・ザ・チノレドレン・ジャパン

(公社)日本医療社会福祉協会

(福)子どもの虐待防止センター

(福)全国社会福祉協議会

q周日本保育協会

(特非)家庭的保育全国連絡協議会

(特ヲ月子育てひろぱ全国連絡協議会

(特非)児童虐待防止全国ネットワーク

(特非)全国小規模保育協議会

(特非)全国認定こども園協会

(特非)チャイルドライン支援センター

(特非)日本法医学会

(特非)日本ソーシャノレワーカー協会

(特非)子どもNPO・子ども劇場全国センター

日本子どもの虐待防止民間ネットワーク

愛育研究所

子どもの虹情報研修センター

西日本こども研修センターあかし

全国家庭相談員連絡協議会

全国学童保育連絡協議会

全国高等学校長協会

全国国公立幼稚園・こども園長会

全国児童家庭支援センター協議会

全国児童自立支援施設協議会

全国児童相談所長会

全国児童養護施設協議会

全国児童心理治療施設協議会

全国自立援助ホーム協議会

全国人権擁護委員連合会

全国地域活動連絡協議会

全国乳児福祉協議会

全国保育協議会

全国保健師長会

全国保健所長会

全国母子生活支援施設協議会

全国民生委員児童委員連合会

全国養護教諭連絡協議会

全国連合小学校長会

全日本私立幼稚園連合会

全日本中学校長会

日本私立小学校連合会

日本私立中学高等学校連合会

日本弁護士連合会

日本臨床心理士養成大学院協議会

医療保健福祉領域公認心理師推進協議会

公認心理師制度推進連盟



8.令和元年度における取組

国、地方公共団体、関係団体等が以下のような取組を実施することにより、児童虐待防

止への意識の高揚・定着を図るとともに、自主的な児童虐待防止に向けた取組を促進し、

各関係団体、関係機関、地域住民等の連携の強化を図る。

①広報・啓発活動

・ポスター、リーフレット等の広報媒体の作成、配布

・テレビ、新聞、機関誌、広報誌、インターネット等を通じた広報啓発

(2)シンポジウム、講演会、研修会、会議、展示会等の開催

・児童虐待問題への理解、児童虐待防止対策の重要陛の周知等を目的としたシンポジ

ウム、講演会、研修会、会議、展示会等の開催

・関係機関がより一層連携を図り、児童虐待防止を推進することを目的とした連絡会

研修会等の開催

(3)その他、上記2の趣旨にふさわしい取組の実施

・行政機関の庁舎、関係団体の施設等を活用した広報・啓発の実施

・電話相談等の相談援助活動の実施等

9.関係団体等の取組状況の公表

厚生労働省において調査した関係府省庁や関係団体等の令和元年度における児童虐待

防止に向けた取組の実施(予定)状況について、厚生労働省ホームページ等において公表

する。



ひと、くらし、みらいのために

厚生労働省
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児童虐侍は社会全体で解決すへき問題ですあなたの1本のお電話で救われるfどもがいます。
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全国共通
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出産や子育てに関する噛みや質問がある方は、

児童相談所・市町村へお気軽にご相談ください

'、

連絡は匿名で行うことも可能です。

連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

お住まいの地域の児童相談所につながります。
すレンシリ卓ンに岸

子ιも卓特庵動堂,畢といら
',セーグ"'゛●らhτ4'撃,

※部のIP電話からはつながりません※令和元年12月より通話料が無料化されます
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児童虐1、は社会全体で解決すべき問題です。

児童虐待は・・?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

●身的虐待

●性的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる
家の外にしめだすなど

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

●ネグレクト

心理的虐

乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動
車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の人が子ど
もに暴力を振るうことなどを放置するなど

子、や護のこんなサンを

落としていまんか?

子どもについて
●いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする

不自然な傷や打撲のあとがある

衣類やからだがいつも汚れている●落ち着きがなく乱暴である

●表情が乏しい、活気がない夜遅くまで人で家の外にいる

保護者について
地域などと交流が少なく孤立している

●小さい子どもを家においたまま外出している

子育てに関して拒否的・無関心である/強い不安や悩みを抱えている

●子どものけがについて不自然な説明をする

言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、

子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます

、、

「しつけ」か行き過ぎると虐待に当たることもあります

子どもを健や.1こ育むために~愛の鞭ゼロ作戦~

おぽ

子育てにおいて、しつけと称して、叩いたり怒鳴ったりすることは、子どもの成長の助けにならないぱかりか、

悪影響を及ぼしてしまう可能性があります以下のポイントを心がけながら、子どもに向き合いましょう。

子どもが親に※
子育てに 爆発寸前のイライラを

恐怖を持つとSOSを
クールダウン体罰や暴凡を使わない

仏えられない

車内放償ないで!

子育てに悩む親がいたら

、

子どもを自車内などに残していかないで
子ども(乳幼児)は体温調節機能が未熟なこともあり、自動車

内など内部の気温があがりやすい環境では、短時間でも熱

中症の危険性が高まります。「眠っているから」「少しだけ」

と子どもを自動車などに乗せたまま、その場を離れると思わ

ぬ事故につながり大変危険です。

自分で身を守ることができない子

どもを守るのは大人の役割です。

十分な気配りを忘れないようにし、 .
、、ましょう

※令十Ⅱ2.イ1

虐待を受けたと思、われる子どもがいたら

いちはや <

゛ 止等に1刈する法雛が改孔されるこ

児童相談所や市町村の相談窓口にご連絡下さい
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全国共'
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より、糊椛門がfどものしつけに際して体刈を加えてはならないことが明文化されます.

ご自身が出産や子育てに悩んだら。

子どもの気持ちと

行動を分けて考え、

育ちを応援

.

児童虐待かもと思っ六すぐじお電話くだい。
お住まいの地域の児童相談所につながります。
※部のIP電話からはつながりません。※令和元年12月より通話料が無料化されます

親自身が

SOSを出そう
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